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令和５年５月２２日 

 
各地区薬剤師会会長 殿 

公益社団法人 福岡県薬剤師会 

会 長  原口 亨 

 
令和５年度県立学校における 

教室等環境検査（ダニ又はダニアレルゲン）について 
 
平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして下記のとおり書類を送付させていただきますので、よろしく

お取り計らいくださいますようお願いいたします。 
 なお、後日北九州市薬剤師会試験検査センターより、詳細をお知らせすることになって

おります。 
 ご多忙とは存じますが、よろしくお願いいたします。  
 

記 
 

１．実施要項 
２．検査記録用紙（様式１） 
３．検査結果報告書（様式２） 

以 上 



公印省略 

５教体第４１８号  

令和５年５月１２日  

 

 

 公益社団法人福岡県薬剤師会会長 殿 

 

 

          福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課長 

 

 

令和５年度県立学校における教室等環境検査

（ダニ又はダニアレルゲン）の実施について 

 

 本県の学校環境衛生の向上について、日ごろから御理解と御尽力を賜り誠に

ありがとうございます。 

さて、標記検査の実施について、各県立学校長宛て別添のとおり通知しまし

たので、お知らせします。 

 つきましては、検査の実施及び事後措置に対する助言指導についてよろし

くお願いします。 

 

 

【担当】 

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課 

保健給食係 久芳 

ＴＥＬ：０９２－６４３－３９２２ 



公印省略 

５教体第４１８号  

令和５年５月１２日  

 

 

 各県立学校長 殿 

 

 

            教育庁教育振興部体育スポーツ健康課長 

 

 

令和５年度県立学校における教室等環境検査

（ダニ又はダニアレルゲン）の実施について 

 

 このことについては、別添「令和５年度県立学校における教室等環境検査（ダ

ニ又はダニアレルゲン）実施要項」に基づき、各学校において教室等環境検査

（ダニ又はダニアレルゲン）を実施しますので、学校薬剤師と協力の上、実施

願います。 

実施後は、下記により１１月１０日（金）までに報告願います。 

 

                  記 

 

１ 検査実施者 

（１）検体採取者・・・学校薬剤師 

（２）検体測定者・・・公益社団法人福岡県薬剤師会 

 

２ 留意事項 

検体採取場所及び検査時期について、学校薬剤師と十分に打合せを行った

上で実施すること。 

なお、検査は平常時の状態で実施すること（検査前に特別な清掃等を行わ

ないこと。）。 

 

３ 報告内容 

 様式２「教室等の環境に係る学校環境衛生検査（ダニ又はダニアレルゲン）

結果報告書」の写し 

 

【担当】 

教育振興部体育スポーツ健康課 

保健給食係 久芳 

ＴＥＬ：０９２－６４３－３９２２ 

Administrator
スタンプ



令和５年度県立学校における教室等環境検査（ダニ又はダニアレルゲン）実施要項 

 

１ 目的 

  学校保健安全法に基づく環境衛生検査のうち、教室等における環境について、学校環境

衛生基準に基づきダニ又はダニアレルゲン検査を実施し、必要な措置を講じることで適切

な環境を維持することを目的とする。 

 

２ 検査項目 

  ダニ又はダニアレルゲン 

 

３ 検査方法 

（１）学校環境衛生基準に基づき検査を行うものとする。 

（２）検査手順 

  ①  学校薬剤師と学校関係者により検体採取場所及び検査時期を決定する。 

  ②  学校薬剤師が検体採取し、教室等の環境に係る学校環境衛生検査（ダニ又はダニア

レルゲン）記録用紙（以下「様式１」という。）に記入する。 

      ※ 検体採取器具等は学校薬剤師が持参する。 

   ③ 学校薬剤師は検体採取後、公益社団法人福岡県薬剤師会から指定された薬剤師会試

験センターに検体及び様式１を送付する。 

    ④ 学校薬剤師は検査終了後、教室等の環境に係る学校環境衛生検査（ダニ又はダニア

レルゲン）結果報告書（以下「様式２」という。）を学校長宛て提出する。 

 

４ 検体採取場所 

  原則として、次のうちから３か所を選定し検査を実施する。 

  ① 保健室の寝具  ② カーペット敷の教室等  ③ ダニの発生しやすい場所 

 

５ 検査対象学校 

    １１９校（中学校・中等教育学校：５校、高等学校：９４校、特別支援学校：２０校） 

 

６ 検査時期 

  原則として、教室等内の温度及び湿度が高い６月から９月までの間に実施する。 

 

７ 事後措置及び再検査 

  上記検査の結果、基準値を超えた場合、学校長は学校薬剤師の助言指導に基づき、原因

を究明し、改善を行うとともに、ダニ等の発生を抑える適切な措置を講じた後、下記によ

り再検査を実施する。 

（１）再検査方法 

   上記「３ 検査方法」に同じ。 

（２）再検査実施時期 

   原則として１０月までに実施する。 



８ 検査結果等の報告 

  学校長は、様式２の写しを令和５年１１月１０日(金)までに体育スポーツ健康課長宛て

提出する。 

なお、検査結果が基準を超えた場合は、学校薬剤師の助言指導に基づき、実施した措置

内容を記入する。 

 

９ 検査費用 

  検査に要する費用は、公益社団法人福岡県薬剤師会から提出される検査報告書一覧表に

より履行確認し、体育スポーツ健康課が一括して公益社団法人福岡県薬剤師会に支払う。 


